
20097

オーナー企業において
債務の株式化をした場合の
取扱い

債務の株式化 (DES Iデ ット・エクィテ

ィ・スワップ)と は債務超過に陥っている
企業が借入金等の債務を資本へと振り替え

ることにより財務内容の改善を図り企業再

建を進めていく中でのひとつの手段です。

会社更生法や民事再生法等の手続きの中

でよく用いられますが、中小企業において

も同族会社のオーナー社長が会社に対 して

貸付金を有 している場合に、その貸付金を

債務から資本へ振り替え、財務内容を改善

する時にも有効な手段となります。

以下、債務の株式化を行った場合の取扱

いを確認していきたいと思います。

一一前提条件――

会社 (債務者)に帳簿価額1,000万円が
借入金として負債に計上されている。社長

(債権者)か らすると、会社の資産負債を

時価評価すると、この貸付金の回収可能額

(貸付金の時価)は 700万 円と算定される。

《会社における会計処理》

(借入金)1,000万 円  (資本金)700万円
(債務消減益)300万円

《社長における会計処理》

(株式)700万 円   (貸 付金)1,000万円
(貸倒損失)300万 円

上記のように会社側においては、債務消

減益という収益が計上されるため、債務の

株式化を行う際には、その収益と相殺でき

る費用及び税務上の欠損金などの有無を確

認し、債務の株式化を行う時期等を検討す

る必要があります。

社長側では、この貸付金に係る貸倒損失

は雑所得の必要経費にはなりますが、給与

所得など他の所得とは損益通算はできませ

ん。

社
歌
の
制
作
費
の
取
扱
い

間

当
社
は
、
従
業
員
の
労
働

意
欲
の
向
上

。
団
結
を
図
る

目
的
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
ひ

と

つ
と
し
て
、
作
曲
家

に
依
頼
し
、

社
歌
を
制
作
し
ま
し
た
。
こ
の
費
用

は
税
務
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

ま
す
か
。

鐘瞬　得華即簾
考用料澪糾詳裡，ｏ取

著
作
権
は
税
務
上
、
減
価
償
却
資
産

で
は
な

い
た
め
、
費
用
化

で
き
な

い

こ
と
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
現
実
的
に
は
、
こ
の
費
用

効
果
は
永
続
す
る
も
の
と
は
考
え
づ

ら
く
資
産
計
上
で
は
な
く
費
用
化
す

べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
法
人
税
法
で
は
、
社
歌
や

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ソ
ン
グ
等
の
制
作
の

た
め
に
要
し
た
費
用
の
額
は
、
そ
の

支
出
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
金

の
額
に
算
入
し
て
も
よ

い
と

い
う
取

扱

い
と
な

っ
て

い
ま
す
。

課税売上割合が
0%の場合の申告

当社は新たに不動産賃貸業を営

む株式会社です。当課税期間にお

ける課税売上はなく課税売上割合は0%
ですが、当期に取得した事務所用賃貸物

件の購入費用を「課税資産の譲渡等にの

み要するもの」として個別対応方式を適

用して消費税の申告を行ってもよろしい

でしょうか。

|||ぃ露語:掌晟柱女乳望言啓菅猛察
税期間においてその課税仕入れ等に対応

する課税資産の譲渡等があったかどうか

は間わないこととなっていますので、そ

の取得 した事務所用賃貸物件が翌課税期

間以降に課税資産の譲渡等の対価を得る

ことが明らかである場合には、当課税期

間において課税売上割合が 0%で あって
も「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」

として個別対応方式により仕入税額控除

の計算をすることができます。
●
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国 税/6月分源泉所得税の納付 7月 10日

国 税/納期の特例を受けた源泉所得税(1月～6月分)の納付
7月 10日

国 税/所得税予定納税額の減額承認申請 7月 15日

国 税/所得税予定納税額第1期分の納付  7月 31日

国 税/5月決算法人の確定申告 (法人税・消費

税等)、 11月 決算法人の中間申告 7月 31日

国 税/8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
(年 3回の場合)7月 31日

地方税/固定資産税 倍田市計画税)第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務/社会保険の報酬月額算定基礎届 7月 10日

労 務/労働保険料 (概算・確定)申告書の提出・

(全期 。1期分)の納付 7月 10日

労 務/障害者・高齢者雇用状況報告  7月 15日

労 務/労働者死傷病報告 (4月 ～6月 分)7月 31日

・ EDポイント窓の改修がポイントとなる  ・
住宅リフォーム減税

居住用家屋に赳して省エネ改修工事を行っ

た場合には、一定要件のもと所得税の税額控

除の適用が受けられますが、全ての居室の窓

全部の改修工事が必須となりますので、たと

えば床断熱工事をする場合は、窓の改修工事
と併せて行わないと減税が適用されません。



事業承
継
税
制

平
成
二
十

一
年
度
税
制
改
正
で
は
、

新
設
さ
れ
た
事
業
承
継
税
制
で
、
非

上
場
株
式

の
人
○
％
相
当
額
の
相
続

税

の
納
税
猶
予
を
認
め
る
こ
と
に
加

え
て
、　
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
非

上
場
株
式
の
贈
与
に
係
る
贈
与
税

の

納
税
猶
予
制
度
も
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

ｌ
　
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に
係

る
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

創
設

「
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

（経
営
承

継
円
滑
化
法
こ

の
認
定
を
受
け
た
中

小
企
業
の
後
継
者

（経
営
承
継
相
続

人
）
が
、
自
社
株
等

（取
引
相
場
の

な

い
株
式
等
）
を
相
続
等
に
よ

っ
て

取
得
し
、
そ
の
会
社
を
経
営
し
て
い

く
場
合
に
は
、
そ
の
中
小
企
業
の
発

行
済
株
式
等

（議
決
権
株
式
等
）
の

三
分
の
二
を
上
限
と
し
て
、
自
社
株

等
に
係
る
相
続
税
額
の
人
○
％
相
当

額
が
当
該
後
継
者
の
死
亡
等

の
日
ま

で
納
税
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
た
場
合

は
、
経
営
承
継
円
滑
化
法
の
認
定
有

効
期
間

（認
定
か
ら
五
年
間
）
内
は

毎
年
、
そ
の
後
は
三
年
ご
と
に
税
務

署
長
に
所
定

の

「
継
続
届
出
書
」
を

提
出
し
て
納
税
猶
予
の
要
件
が
継
続

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ｍ
　
納
税
猶
予
さ
れ
る
税
額

納
税
猶
予
さ
れ
る
税
額
は
、
経
営

承
継
相
続
人
が
自
社
株
等
の
み
を
取

得
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
相
続

税
額
か
ら
、
自
社
株
等

の
二
〇
％
の

み
を
相
続
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し

た
相
続
税
額
を
控
除
し
た
差
額
の
税

額
で
す
。

図
　
猶
予
税
額
の
免
除

納
税
猶
予
さ
れ
た
税
額
は
、
そ
の

適
用
を
受
け
た
経
営
承
継
相
続
人
が

死
亡
時
ま
で
当
該
自
社
株
等
を
保
有

し
続
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
全
額
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

倒
　
納
税
猶
予
の
取
消
し
と
猶
予
税

額
の
納
付

認
定
有
効
期
間

（五
年
間
）
内
に
、

認
定
取
消
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
は
、

猶
予
税
額
の
全
額
を
相
続
税

の
法
定

申
告
期
限
か
ら
の
利
子
税
と
と
も
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
五
年
経
過
後
に
当
該
自
社

株
等
を
譲
渡
等
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
譲
渡
株
式
等
に
対
応
す
る
部
分
の

猶
予
税
額
を
利
子
税
と
と
も
に
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

側
　
担
保
の
提
供

納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
は
、
原
則
と
し
て
猶
予
対
象
と
な

っ
た
株
式
等

の
す
べ
て
を
担
保
と
し

て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

倒
　
小
規
模
宅
地
の
減
額
特
例
と
の

併
用
こ
の
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け
た

勃
合
で
も
、
小
規
模
宅
地
等

の
相
続

税
の
課
税
価
格

の
減
額
特
例
が
適
用

で
き
ま
す
。

ｎ
　
特
定
同
族
会
社
株
式
等
の
減
額

特
例
等
の
廃
止

従
来
の
特
定
同
族
会
社
の
株
式
等

の
課
税
価
格
を

一
〇
％
減
額
す
る
特

例
は
、
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十

一

日
を
も

っ
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

側
　
適
用
時
期

平
成
二
十
年
十
月

一
日
以
後
に
開

始
し
た
相
続
等
に
つ
い
て
適
用
可
能

と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
年
十
月

一
日
か

ら
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十

一
日
ま

で
に
開
始
し
た
相
続
で
、
被
相
続
人

の
相
続
財
産
の
中
に
非
上
場
株
式
等

が
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
被
相
続
人
が

そ
の
非
上
場
会
社
の
代
表
者
で
あ

っ

た
場
合
に
は
、
相
続
税
の
申
告
期
限

が
平
成
二
十
二
年
二
月

一
日
ま
で
延

長
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
納
税
猶
予

制
度

の
適
用
を
受
け
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
り
な
く
延
長
さ
れ
ま
す
。

２
　
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
に
係

る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

創
設

後
継
者
が
、
先
代
経
営
者
か
ら
経

営
承
継
円
滑
化
法
の
認
定
を
受
け
た

中
小
企
業
の
株
式
等
を
生
前
贈
与
さ

れ
た
場
合
に
は
、　
一
定

の
条
件
の
下

で
そ
の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
金
額

を
納
税
猶
予
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

側
　
適
用
要
件
等

こ
の
制
度
は
、
後
継
者
が
、
経
営

承
継
円
滑
化
法

の
認
定
を
受
け
て
い

る
会
社

の
経
営
者
で
あ

っ
た
親
族
か

ら
、
そ
の
保
有
す
る
株
式
等

の
全
部

を
贈
与
さ
れ
、
そ
の
会
社
を
経
営
し

て
い
く
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

納
税
猶
予
の
対
象
と
な
る
株
式
等

は
、
贈
与
以
前
か
ら
後
継
者
が
保
有

し
て
い
た
も
の
も
含
め
て
そ
の
会
社

の
発
行
済
株
式
等

（議
決
権
株
式
等
）

の
三
分

の
二
に
達
す
る
ま
で
の
部
分

で
す
。

閉
　
相
続
税
の
納
税
猶
予
と
の
関
係

贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
適
用
を
受

け
た
後
に
、
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場

合
に
は
、
贈
与
さ
れ
た
株
式
等
は
、

贈
与
者
か
ら
後
継
者
が
相
続
に
よ

っ

て
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
贈

与
時
の
時
価
で
、
他

の
財
産
と
合
算

さ
れ
て
相
続
税
額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を

受
け
た
場
合
は
、
相
続
税

の
納
税
猶

予
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

側
　
適
用
時
期

平
成
二
十

一
年
四
月

一
日
以
後
の

贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

○先代経営者の親族であること。

○後継者と同族関係者で発行済

議決権株式総数の50°/。超の

株式を保有かつ同族内で筆頭

株主となる場合。(1つの会社

で適用される者は1人 )

事業承継税制と経営承継円滑化法

I計画的な承継に係る取組〕

○計画的な承継に係る取組 (後継者の確定、株式の

計画的承継等)1こ関する経済産業大臣の確認。

1以下の場合には大臣確認は不要           |
|○施行直後 (平成20年 10月 1日から平成22年 3月 31日 ) |
l②先代経営者が60歳未満の場合           |
l③公正証書遺言により取得する株式を合わせると、後継者が |

1 発行済議決権株式の過半数を有する場合      |

〔後継者の要件】o会社の代表者であること。

【事業継続要件〕

05年間の事業継続。具体的には、
・代表者であること。

・雇用の8割以上を維持。 (厚生年金

保険及び健康保険加入者をベース)

・相続した対象株式の継続保有。

○死亡の時まで対象株式を保

有し続けた場合など一定の場

合に、猶予税額の納付を免

除。

【先代経営者の要件】
株式の相続

○会社の代表者であったこと。

○先代経営者と同族関係者で発行済議

決権株式総数の50°/。超の株式を保有

かつ同族内で筆頭株主であった場合。

○中小企業基本法の中小企業であること。

(特例有限会社、持分会社も対象。)

○非上場会社であること。

○資産管理会社 (点線内)に該当しないこと。
等

出所 経済産業省「平成21年度税制改正について」
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事
業
継
続
の
チ
ェ
ッ
ク

〔認定基準〕

先代経営者、後継者及び

会社に係る要件等に該当

しているか否か。
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